
 

 

 

 

令和７年 第１回教育委員会会議録 
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甲州市教育委員会 

 

 

 



第１回教育委員会 会議録 

 

 日 時  令和７年１月１５日（水）（午前９時から） 

 場 所  甲州市役所２階 第一会議室 

 

一 出席した委員は次のとおりである。 

  教  育  長   小 林 俊 彦     職 務 代 理   加 藤 幸 夫 

委     員   永 田 清 一     委     員   依 田 智 子 

委     員   反 田 千 佳 

 

一 欠席した委員は次のとおりである。 

（なし） 

 

一 出席した者は次のとおりである。 

  教育総務課長   清 水   修     教育総務課Ｌ   丸 田 美津恵 

  教育総務課Ｌ   窪 川 はづき     生涯学習課Ｌ   土 屋 典 子 

  指 導 主 事   那 須 栄 樹     指 導 主 事   堀 井 ますみ 

 教育総務課Ｌ   高 石 宏 満     事 務 担 当   望 月 仁 美 

   

一 欠席した者は次のとおりである。 

  生涯学習課長   小 林 好 彦 

 

一 会議に付された案件は次のとおりである。 

日程第１ 教育長諸般の報告について 

日程第２ 議案第１号 甲州市社会体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則制定に 

ついて 

    

  



教育長     ただいまから、甲州市教育委員会１月定例会を開会いたします。 

本日の出席委員は５名で定数に達しております。本日の会議録署名委員に永田委員を指名い

たします。 

それでは、議事日程に基づき、これより日程に入ります。 

 

［日程第１］ 

教育長     日程第１ 教育長諸般の報告を行います。 

それでは、お手元にお配りしてあります、諸般の報告をご覧ください。 

本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

 

             「なし」の声 

         

以上で、教育長諸般の報告は終了いたします。 

 

［日程第２］ 

教育長     議案第１号 甲州市社会体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則制定に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

生涯学習課Ｌ  議案第１号 甲州市社会体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則制定に

ついて、お手元の資料、教育委員会規則の概要に基づきご説明をさせていただきます。 

今回の改正につきましては、概要の趣旨欄にあります通り、塩山北中学校が閉校することが

決まりまして、甲州市社会体育施設設置管理条例が改正されることに伴いまして、同条例の

施行規則について必要な改正を行うものであります。塩山北中学校の体育館及びグラウンド

については、現在、甲州市学校体育施設開放条例に基づき、学校教育に支障のない範囲にお

いて社会体育活動等のために利用することができるものとされております。夜間や休日など、

市民等のスポーツ活動に利用されております。ご承知の通り、塩山北中学校は令和７年４月

に塩山中学校と統合するため、３月末をもって閉校することとなっており、現在そのための

準備が進められております。しかし、閉校後の塩山北中学校の活用策などにつきましては、

閉校した後に協議することとなっているため、閉校後の方針が決まり動き出すまでの当面の

間は、体育館とグラウンドを市民等の利用に供することができるよう、社会体育施設として

表計上に位置づけ、運用していくこととし、昨年の１２月議会において条例の改正を行いま

した。この条例改正では、体育館の名称を「塩山上粟生野体育館」、グラウンドの名称を「塩

山上粟生野運動場」とし、使用料につきましては、令和４年に閉校し社会体育施設になりま

した旧大和中学校の体育館及びグラウンドと同額とすることといたしました。 

この条例改正を踏まえまして、規則において定めております、利用時間と休業日、申請手続

きに関し、今回の改正で規定するものです。利用時間につきましては、午前９時から午後１

０時まで、休業日については月曜日、月曜日が祝日の場合はその翌日、それから年末年始の

１２月２９日から１月３日までとし、申請期間については、利用日が属する月の３か月前か

ら利用日の７日前までとし、いずれも他の社会体育施設に合わせるもので、附則においては

一覧表に加える形となります。 

改正の概要は以上となります。この教育委員会規則の施行期日につきましては、一部改正条

例の施行期日と同日である令和７年４月１日といたします。 

ご審議の方よろしくお願いいたします。 

教育長     事務局から説明がございましたが、ただ今の説明につきまして、何か質問等ございますか。 



永田委員    質問ではないんですが、塩山北中学校は閉校になった後どうなるのということを何人かに聞

かれました。具体的に、まずはグラウンドと体育館が使用できるということであれば、地元

の人も含めて、大変喜ぶのではないかというふうに思います。活用策が早くもこうやって決

定されたというのは、大変ありがたいことだと思います。 

教育長     他の委員の皆様方はよろしいですか。 

 

             「はい」の声 

 

教育長     ではお諮りしたいと思います。ただ今説明のありました、議案第１号 甲州市社会体育施設

設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則制定につきましては、提案のとおり制定す

るものとしてよろしいでしょうか。 

 

             「はい」の声 

 

教育長     ありがとうございます。それでは、提案のとおり制定するものといたします。 

 

教育長     本日予定していた議事はすべて終了いたしました。ありがとうございました。 

次回 第２回定例教育委員会は、２月１９日午前１０時から開催したいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 

              「はい」の声 

 

教育長      それでは、次回 第２回教育委員会は、２月１９日午前１０時から開会予定といたします。 

これをもちまして令和７年第１回定例教育委員会を閉会とさせていただきます。ありがとう

ございました。 


